
  

一 

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
の
定
義
に
関
す
る
事
項 

 
 

政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
の
支
払
は
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
と
な
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
四
条
第
四
項
及
び
第
五
条
第
三
項
関
係
） 

第
二 

政
治
団
体
の
代
表
者
の
監
督 

 
 

政
治
団
体
の
代
表
者
は
、
当
該
政
治
団
体
及
び
そ
の
会
計
責
任
者
が
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
、
当
該
政
治
団
体
及
び
当
該
会
計
責
任
者
を
監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 

（
第
八
条
の
五
関
係
） 

第
三 

収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
及
び
収
支
報
告
書
等
に
係
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
事
項 

一 

総
務
大
臣
又
は
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
よ
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
の
期
限
を
、
特
別
の
事
情
が
あ
る

場
合
を
除
き
、
当
該
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
年
の
九
月
三
十
日
（
改
正
前
は
、
十
一
月
三
十
日
）
ま
で
と
す
る
と
と
も
に
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
等
の
方
法
に
よ
り
収
支
報
告
書
を
公
表
す
る
と
き
は
、
当
該
報
告
書
の
要
旨
を
公
表
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
と
す
る
規
定
を
削
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
条
第
一
項
及
び
旧
第
四
項
関
係
） 

二 

収
支
報
告
書
又
は
こ
れ
に
添
付
し
、
若
し
く
は
併
せ
て
提
出
す
べ
き
書
面
で
当
該
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
る
前
の



 

二 

も
の
に
係
る
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
に
つ
い
て
当
該
要
旨
が
公

表
さ
れ
る
日
前
は
開
示
決
定
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
等
の
規
定
を
削
る
こ
と
。 

 
 

 

（
旧
第
二
十
条
の
三
関
係
） 

第
四 

法
人
そ
の
他
の
団
体
の
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
の
禁
止 

一 

法
人
そ
の
他
の
団
体
（
政
治
団
体
を
除
く
。
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
又
は
寄
附
の
あ
っ

せ
ん
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

二 

何
人
も
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
対
し
て
、
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
す
る
こ
と
又
は
寄
附
の
あ
っ
せ
ん
を
す
る
こ

と
を
勧
誘
し
、
又
は
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

三 

何
人
も
、
一
に
違
反
し
て
さ
れ
る
寄
附
又
は
一
に
違
反
し
て
さ
れ
る
寄
附
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
寄
附
を
受
け
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。 

（
第
二
十
一
条
関
係
） 

第
五 

「
政
策
活
動
費
」
の
禁
止
等 

一 

政
党
が
す
る
公
職
の
候
補
者
の
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
の
禁
止
等 

１ 

政
党
に
つ
い
て
も
、
公
職
の
候
補
者
の
政
治
活
動
（
選
挙
運
動
を
除
く
。
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
寄
附



  

三 

（
金
銭
等
に
よ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
政
治
団
体
に
対
す
る
も
の
を
除
く
。
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
て
は
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 
何
人
も
、
公
職
の
候
補
者
の
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
す
る
こ
と
を
勧
誘
し
、
又
は
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

 

（
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
関
係
） 

二 

渡
切
り
の
方
法
に
よ
る
経
費
の
支
出
の
禁
止 

１ 

政
治
団
体
の
経
費
の
支
出
は
、
当
該
政
治
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員
に
対
す
る
渡
切
り
の
方
法
に
よ
っ
て
は
、
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
八
条
の
三
関
係
） 

２ 

政
治
資
金
の
収
支
の
報
告
に
当
た
っ
て
は
、
真
実
の
記
載
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
収
支
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
支
出
の
相
手
方
と
し
て
政
治
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員
を
記
載
す
る
等
政
治
活
動
の
公
明
の
確

保
に
支
障
を
及
ぼ
す
よ
う
な
記
載
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
第
三
項
関
係
） 

第
六 

政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
の
量
的
制
限
の
強
化 

一 

個
人
の
す
る
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
に
対
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
は
、
各
年
中
に
お
い
て
、
千
万
円
（
改
正

前
は
、
二
千
万
円
）
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。 



 

四 

二 

個
人
の
す
る
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
者
に
対
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
は
、
各
年
中
に
お
い
て
、
五
百

万
円
（
改
正
前
は
、
千
万
円
）
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。 

（
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
関
係
） 

第
七 

寄
附
者
の
氏
名
等
の
記
載
を
免
れ
る
目
的
で
さ
せ
る
寄
附
の
分
散
の
禁
止 

 

何
人
も
、
収
支
報
告
書
に
お
け
る
寄
附
者
の
氏
名
等
の
記
載
を
免
れ
る
目
的
を
も
っ
て
、
各
年
中
に
お
い
て
、
二
以
上
の

政
治
団
体
に
対
す
る
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 

（
第
二
十
二
条
の
四
関
係
） 

第
八 

罰
則
の
強
化 

一 

第
四
又
は
第
五
の
一
に
違
反
し
た
者
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た

者
）
は
、
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 

（
第
二
十
五
条
の
二
関
係
） 

二 

公
職
の
候
補
者
の
政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
の
制
限
違
反
に
係
る
罰
則
の
法
定
刑
を
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円

以
下
の
罰
金
（
改
正
前
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。 

（
第
二
十
五
条
の
二
関
係
） 

三 

寄
附
の
量
的
制
限
違
反
に
係
る
罰
則
の
法
定
刑
を
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
（
改
正
前
は
、
一



  

五 

年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
）
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
六
条
関
係
） 

四 
第
七
に
違
反
し
て
寄
附
を
さ
せ
た
者
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
職
員
又
は
構
成
員
と
し
て
当
該
違
反
行
為
を
し
た

者
）
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 

（
第
二
十
六
条
関
係
） 

五 

政
治
団
体
の
役
職
員
若
し
く
は
構
成
員
又
は
会
計
責
任
者
が
政
治
団
体
又
は
会
計
責
任
者
に
係
る
政
治
資
金
規
正
法
の

罰
則
の
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
政
治
団
体
の
代
表
者
が
第
二
の
監
督
に
つ
い
て
相
当
の
注
意
を

怠
っ
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
に
係
る
当
該
各
条
の
刑
に
処
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 

（
第
二
十
六
条
の
四
関
係
） 

六 

二
及
び
三
の
ほ
か
、
政
治
資
金
規
正
法
に
定
め
る
罪
の
法
定
刑
を
引
き
上
げ
、
拘
禁
刑
に
つ
い
て
、
「
五
年
以
下
」
と

あ
る
の
は
「
七
年
以
下
」
と
、
「
三
年
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
五
年
以
下
」
と
、
「
一
年
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
以

下
」
と
、
「
六
月
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
一
年
以
下
」
と
す
る
こ
と
。 

（
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
の
二
ま
で
関
係
） 

第
九 

公
民
権
停
止
の
期
間
の
延
長 

 
 

政
治
資
金
規
正
法
違
反
の
罪
を
犯
し
、
拘
禁
刑
又
は
罰
金
の
刑
の
言
渡
し
及
び
そ
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
、
当
該

執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
当
該
執
行
猶
予
の
期
間
を
経
過
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
裁
判
が
確
定



 

六 

し
た
日
か
ら
五
年
間
（
改
正
前
は
、
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
間
）
、
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
し

な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(

第
二
十
八
条
関
係) 

第
十 

そ
の
他 

一 

施
行
期
日 

 
 

 

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
三
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

二 

経
過
措
置 

 
 

 

収
支
報
告
書
の
記
載
及
び
提
出
、
罰
則
等
に
関
し
、
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。 

 

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
関
係
） 

三 

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
廃
止 

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
八
条
関
係
） 

四 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 


